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石 狩 川 流 域 委 員 会（第30回） 

 

日 時：平成26年10月27日（月）14:30～17:00 

場 所：かでる２・７（北海道立道民活動センター） 

                4階 大会議室 

     

 

議 事 次 第 

 

 

 

１． 開会挨拶 

 

２． 委員紹介 

 

３． 当委員会の運営要領について 

 

４． 議  題 

 

（１）石狩川水系河川整備計画策定後の事業進捗状況について 

 

    （２）千歳川河川整備計画の一部変更について 

 

    （３）夕張川河川整備計画の一部変更について 

      

５． 閉会挨拶 
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石狩川流域委員会 委員名簿 

（敬称略、五十音順） 

氏  名 所    属 

赤間
あ か ま

   由美
ゆ み

 美唄市立茶志内小学校 専科 

上田
う え だ

   宏
ひろし

 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 教授 

内田
う ち だ

   和男
か ず お

 北海道武蔵女子短期大学 学長 

黒木
く ろ き

  幹男
み き お

 環境防災研究機構北海道 専務理事 

小林
こばやし

  英嗣
ひでつぐ

 北海道大学 名誉教授 

丹
たん

保
ぼ

  憲
のり

仁
ひと

 北海道立総合研究機構 理事長 

中井
な か い

  和子
か ず こ

 北海道教育大学岩見沢校 非常勤講師 

長澤
ながさわ

  徹明
てつあき

 北海道大学 名誉教授 

中村
なかむら

  太士
ふ と し

 北海道大学大学院農学研究院 教授 

山田
や ま だ

   正
ただし

 中央大学理工学部都市環境学科 教授 
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  石狩川流域委員会（第 30回） 座席表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入

口 

長澤委員 

上田委員 

内田委員 

赤間委員 

黒
木
委
員 

丹
保
委
員
長 

小
林
委
員 

中井委員 
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石狩川流域委員会運営要領 

 

 本運営要領は、石狩川流域委員会設置要領（平成１６年４月３０日付北開局河計第１４－１号、

以下「設置要領」という。）に基づき、石狩川流域委員会（以下「委員会」という。）の運営に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

１．委員会の運営に関する事項 

（１）委員会の公開 

   ・委員会については、原則として公開で審議する。 

 

（２）委員会の傍聴 

   ・委員会は、傍聴することができる。 

   ・円滑な審議を行うため傍聴者は、意見を述べることはできない。 

   ・傍聴者の申し込みは、当日会場で受け付ける。ただし、会場に入りきれない場合は先着

順とする。 

 

（３）委員会の記録 

   ・事務局は、会議の議事内容について、その議事要旨および議事録を作成し、委員長およ

び出席委員の確認を得る。 

 

（４）会議資料等の公開 

   ・会議資料および議事要旨、議事録は公開とする。ただし、個人情報、貴重種情報等公開

することが適当でないと判断されるものについては、公開しないものとする。 

 

 

２．運営要領の見直し 

  ・本運営要領は、必要が生じた場合は見直すことができる。 

 

 

３．施行期日 

  ・本運営要領は、平成１６年４月３０日から施行する。 
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石狩川流域委員会設置要領 

○北開局河計第１４－１号 

 石狩川流域委員会設置要領を次のように定める。 

  平成１６年４月３０日 

北海道開発局長 山 本 隆 幸   

   石狩川流域委員会設置要領 

 （設置及び目的） 

第１条 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第１項に基づき、国土交通省北海道

開発局長（以下「開発局長」という。）が定める「石狩川水系河川整備計画（大臣管理区間）」

について、当該計画の案を作成するに当たり、同法同条第３項に基づき学識経験を有する者の

意見を聴くため、北海道開発局に石狩川流域委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （委員会の業務） 

第２条 委員会は、石狩川の整備の現状と将来像を考慮し、当該計画の案を作成するに当たり、

開発局長に意見を述べるものとする。 

 （組織） 

第３条 委員会は、学識経験を有する者のうちから開発局長が委嘱する者をもって組織する。 

２ 委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

３ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

４ 委員長は、委員の互選により選出し、委員会の会務を総括する。 

５ 委員長は、委員の中から副委員長を指名する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 （議事等） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

３ 委員会の議事は、原則として公開で行うものとし、公開の方法は、委員長が委員会に諮って

定める。 

 （事務局） 

第５条 委員会の事務局は、札幌開発建設部及び旭川開発建設部に置く。 

 （雑則） 

第６条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

 

      附 則   

 この要領は、平成１６年４月３０日から施行する。 

      附 則〔平成２６年１０月２７日北開局河計第２３－１号〕 

この要領は、平成２６年１０月２７日から施行する。 
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河川法及び河川法施行令の抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（河川整備計画） 

第十六条の二 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施

すべき区間について、当該河川の整備に関する計画（以下「河川整備計画」という。）

を定めておかなければならない。 

２ 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められてい

る地域に在する河川にあっては当該公害防止計画との調整を図って、政令で定める

ところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定めなければならない。

この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばし

ば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽

減するために必要な措置を講じるように特に配慮しなければならない。 

３ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると

認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

４ 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会

の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

５ 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定め

るところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならな

い。 

６ 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。   

 

（河川整備計画に定める事項） 

第十条の三 河川整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 河川整備計画の目標に関する事項 

二 河川整備の実施に関する事項 

 イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置され

る河川管理施設の機能の概要 

ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

（関係都道府県知事等の意見の聴取等） 

第十条の四 河川管理者は、河川整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、国土交通大臣である場合にあっては関係都道府県知事の意見を、都道府

県知事である場合にあっては関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

２ 前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらか

じめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 

３ 河川管理者は、河川整備計画に高規格堤防の設置に係る河川工事の施工の場所を

定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。 

法律 

政令 

資料Ａ 
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河川整備計画［変更］の策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 B 

千歳川河川整備計画（平成 17年 4月策定） 

夕張川河川整備計画（平成 17年 4月策定） 

幾春別川河川整備計画（平成 18年 3月策定） 

豊平川河川整備計画（平成 18年 9月策定） 

空知川河川整備計画（平成 18年 12月策定） 

雨竜川河川整備計画（平成 19年 5月策定） 

石狩川（上流）河川整備計画（平成 19年 9月策定） 

石狩川（下流）河川整備計画（平成 19年 9月策定） 

河川整備計画［変更］（原案） 

石狩川流域委員会 

学識経験者の意見 

原案の縦覧 

（ホームページや

河川事務所、市役所

等での閲覧） 

 

北海道知事等の意見 

関係住民の意見 

千歳川および夕張川河川整備計画の 

一部変更が必要となる事象の発生 

 

河川整備計画［変更］ 

河川整備計画［変更］（案） 

意見募集 

（ホームページ、

郵送、FAX） 

意見 

意見 

意見 

河川整備計画［変更］ 

現河川整備計画 


